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≪地域活性創業支援補助金≫
　市内における新規の創業を促進
するために、特定創業支援を受け
て創業する方の創業時における設
備費用および店舗改装にかかる費
用の一部を補助しています。

［補助対象］
特定創業支援を受けて羽曳野市内
で今年度中に創業される方

［補助金額］
対象経費の 1/2（上限 20 万円）

［申込期限］
令和 4 年 2 月末日

【問合せ】産業振興課
☎ 072-947-3726（直通）

≪特定創業支援を受けるメリット≫
　1 カ月以上の継続的な個別相談指導や創業セミナー（全 4 日）といった特定
創業支援事業による支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓などの知識
を習得された方に対して、特定創業支援を受けたことの証明書を交付します。
この証明書を取得することにより、創業の際に以下の特例を受けることができ
ます。

≪事業所PR≫
　「わたしをかえてみたかっ
た」を応援。自分の得意なこ
とで仕事を始めたいけどノウ
ハウや経営資源がない「人」に、
場所・人脈・経営ノウハウを提供することで
開業をサポートしています。
　また、地域の「人」が思う「あったらいいな」
を実現し、「人」と「人」を繋げるお手伝い
をしています。
　20年以上美容師として培ったデザイン、
マーケティング、コンサルタントの知識を活
かして、地域の人へ魅力ある講座・教室を開
講するために創業したレンタルスペース。
●9:00～ 22:00 年中無休、利用料金900
円～（1h）、３部屋用意、プロジェクター完備！
●埴生南小学校近くなので、ソロバン、習字、
英会話などの講座の講師を募集！
●定期利用、単発利用募集中。ウェブサイト
やチラシ作成の支援もしています！
●自動麻雀台導入しました！

特定創業支援事業による特定創業支援事業による

支援を受けて開業した支援を受けて開業した

創業者を紹介します。創業者を紹介します。

　羽曳野市商工会・日本政策金融公庫阿倍野支店と連携し、創業

ネットワークはびきのとして羽曳野市内で創業をお考えの方に対

して、創業に関する継続的な支援を行う特定創業支援事業を実施

してまいりました。

事業所名
代表者名
所 在 地
開 業
業 種

：みちくさライフデザイン
：諏訪直樹
：はびきの6-405-16
：令和2年 1月
：レンタルスペース

パラレルキャリア（本業を持ちながら、第
二の活動をすること）が主流になってきて
いる時代に、自身のスキルを活かして何か
始めたいけど、それを形にできていない女
性を支援したいと思ったこと、またコロナ
禍でサテライトオフィスの必要性を感じた
ことがきっかけです。

創業を思い立ったのは…

創業支援事業を活用して…
特定創業支援事業により税が軽減された
り、補助金があるのでありがたかったです。

創業セミナーを受講して…
コンサルタントの方から他業種の成功事例を聞けたこと、セミナーで知り合っ
た他の開業者の話を聞けたことがとても良かったです。また、夫婦揃ってのセ
ミナー参加だった為、託児をしてくれる人がいて助かりました。

今後の展望…
今後は高齢者や子ども達のコミュニティづくりを行い、地域の人と人が助け
合える環境を作ることで、地域経済の活性化・まちの魅力向上を目指してい
ます。

開業の手続き自体は簡単で、今の時代副業を推進されているので、ぜひ始め
てみてほしいです。

創業を考えていらっしゃる方にメッセージ…

◦会社設立時の登録免許税の軽減
◦日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の

貸付利率の引き下げ
◦創業関連保証（無担保、第 3 者保証なし）を

事業開始の 6 カ月前から利用可能
　（本来は 2 カ月前から）
◦日本政策金融公庫「新創業融資制度」の

自己資金要件を充足


